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改 正 後 改 正 前

（社会福祉業務手当）

第 条 条例第 条第 項第 号 人事委員会規則 定

職員 、次 表 左欄 掲 勤務箇所 区分

対応 同表 右欄 定 職員 。

勤務箇所 職 員

福祉事務所

知的障害者福祉司並 福祉保健課若

総務福祉課 保護係又 福祉総

務課福祉係 係長及 社会福祉主事

略

及 略

（社会福祉業務手当）

第 条 条例第 条第 項第 号 人事委員会規則 定

職員 、次 表 左欄 掲 勤務箇所 区分

対応 同表 右欄 定 職員 。

勤務箇所 職 員

福祉事務所

知的障害者福祉司並 福祉課若

総務福祉課 保護係又 福祉総務課

福祉係 係長及 社会福祉主事

略

及 略
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◇ 職員 特殊勤務手当 支給 関 規則 一部 改正 規則（ ）（給与課）………………

職員 給料 調整額 関 規則 一部 改正 規則（ ）（〃）……………………………

職員 特殊勤務手当 支給 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

職員 特殊勤務手当 支給 関 規則 一部 改正 規則

職員 特殊勤務手当 支給 関 規則（昭和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

規則 、公布 日 施行 。

人委規則

鳥取県人事委員会規則第 号
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

勤務箇所 職 員 調整数

略

鳥取療育園

中部療育園

（ ） 児童指導員、保育士、理

学療法士、作業療法士、言語

聴覚士及 理療師

（ ） 略

略

別表第 （第 条関係）

勤務箇所 職 員 調整数

略

鳥取療育園

中部療育園

（ ） 児童指導員、保育士、理

学療法士、言語聴覚士及 理

療師

（ ） 略

略
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職員 給料 調整額 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

職員 給料 調整額 関 規則 一部 改正 規則

職員 給料 調整額 関 規則（昭和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

附 則

（施行期日）

規則 、公布 日 施行 、改正後 職員 給料 調整額 関 規則 規定 、平成 年 月 日

適用 。

（調整額 内払）

改正前 職員 給料 調整額 関 規則 規定 基 、平成 年 月 日 規則 施行 日

前日 間 職員 支給 給料 調整額 、改正後 職員 給料 調整額 関 規則 規定 給

料 調整額 内払 。
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